
府

令

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加

え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の

内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の

内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。
）は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
基
準

第
八
条
第
二
項
（
入
所
し
て
い
る
者
の
保
護
に
直
接
従
事
す
る

職
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
七
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第

二
十
七
条
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
（
第
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
項
及
び
第
三
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
二
条
、

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
三
条
、
第
七
十
三
条
、

第
七
十
四
条
第
一
項
、
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
八
条
の

三
、
第
八
十
八
条
の
六
、
第
八
十
八
条
の
七
、
第
九
十
条
並
び
に
第
九
十
四
条
か
ら
第
九
十
八
条

娣
娣
娣
娣
娣
娣

ま
で
の
規

定
に
よ
る
基
準

一

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
基
準

第
八
条
第
二
項
（
入
所
し
て
い
る
者
の
保
護
に
直
接
従
事
す
る

職
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）、
第
十
七
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第

二
十
七
条
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
八
条
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
（
第
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
二

条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
三
条
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
四

条
第
一
項
、
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
第
一
項
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
三
条
、
第
八
十
八
条
の
三
、
第
八

十
八
条
の
六
、
第
八
十
八
条
の
七
、
第
九
十
条
並
び
に
第
九
十
四
条
か
ら
第
九
十
七
条

娣
娣
娣
娣
娣
娣

ま
で
の
規
定
に
よ
る

基
準

﹇
二
〜
四

略
﹈

﹇
二
〜
四

同
上
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
三
十
三
条

﹇
略
﹈

第
三
十
三
条

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３婋

前
項
の
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
保
育
所
に
勤
務
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言

語
聴
覚
士
、
心
理
担
当
職
員
（
第
四
十
九
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
心
理
担
当
職
員
を
い
う
。
）
又
は
障
害
児
の

療
育
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
障
害
児
の
療
育
の
指
導
を
行
う
業
務
に
五
年
以
上
従

事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

（
以
下
「
特
定
理
学
療
法
士
等
」
と
い
う
。
）を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
保
育
所
の
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の

区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
保
育
所
に
あ
つ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に

係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
い
い
、
第
九
十

五
条
、
第
九
十
六
条
又
は
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
五
十

一
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報

〇
内
閣
府
令
第
十
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
六
第
二
項
及
び
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
八
年
三
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

 



附

則

附

則

第
九
十
七
条

前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
時
は
、
保
育
士（
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
士
を
い
い
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

同
条
第
三
項
、
前
二
条
又
は
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
二
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
規
定
に
よ
り

保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
を
、
前
二
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
第
三
十
三
条
第

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

二
項
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
保
育
士
の
数

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
三
分
の
二
以
上
、
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
七
条

前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
時
は
、
保
育
士
（
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

を
い
い
、
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
一
号
）
附
則
第

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

二
項
又
は
前
二
条

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
を
、
保
育
士
の
数
（
前
二
条
の
規
定
の

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

適
用
が
な
い
と
し
た
場
合
の
第
三
十
三
条
第
二
項
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

）
の
三
分
の
二
以
上
、
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
八
条

婋
婋
婋
婋
婋
婋

第
三
十
三
条
第
三
項
及
び
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
特
定
理
学
療
法
士
等
及
び
同
項
に
規
定
す
る
看
護
師
等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当

該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
つ
て
、
当
該
保
育
所
の
保
育
士
（
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

支
援
を
行
う
保
育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

２

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
当
該
保
育
所
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
を
、
一
人
に
限
り

娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乳
児
の
数
が

四
人
未
満
で
あ
る
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す
る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か

つ
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
の
保
育
士
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
士

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

を
い
い
、
同
条
第
三
項
、
第
九
十
五
条
又
は
第
九
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
及
び
第
三

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

十
三
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
者
を
除
く
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体

制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

改
正
後
の
第
三
十
三
条
第
二
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
当
該
保
育
所

に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）を
、
一
人

娣
娣
娣

に
限
っ
て

娣
娣
娣
娣
娣

、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乳
児
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
保
育
所
に
つ
い
て

は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す
る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う

に
当
た
っ
て
当
該
保
育
所
の
保
育
士

娣
娣
娣
娣

に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
条

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
項
を
加
え

る
。

改

正

後

改

正

前

（
職
員
）

（
職
員
）

第
二
十
九
条

﹇
略
﹈

第
二
十
九
条

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
勤
務
す
る
保
健

娣
娣
娣

師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

）
を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
勤
務
す
る
保
健

娣
娣
娣

師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

４婋

第
二
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
勤
務
す
る
理

学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
心
理
担
当
職
員
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、

研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報 



術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
。
）
又
は
障
害
児
の
療
育

に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
児
の
療
育
の
指
導
を
行
う
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し

た
経
験
を
有
す
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
（
以

下
「
特
定
理
学
療
法
士
等
」
と
い
う
。
）
を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

該
特
定
理
学
療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
の
保
育
士
（
認
定
地

方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当

該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区

域
限
定
保
育
士
を
い
い
、
附
則
第
七
条
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５婋

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
看
護
師
等
及
び
特
定
理
学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該

看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
の
保
育
士
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
支
援
を
行
う
保
育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
三
十
一
条

﹇
略
﹈

第
三
十
一
条

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
に
勤
務
す
る
看
護

娣娣
娣

師
等

娣
娣娣

を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
に
勤
務
す
る
保
健

娣
娣
娣

師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

４婋

第
二
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
に
勤
務
す
る
特

定
理
学
療
法
士
等
を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士

等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
の
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域

内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団

体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

５婋

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
看
護
師
等
及
び
特
定
理
学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該

看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｂ
型
の
保
育
士
（
前
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
る
支
援
を
行
う
保
育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
四
条

﹇
略
﹈

第
四
十
四
条

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す

る
看
護
師
等

娣
娣
娣
娣
娣

を
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す

る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

を
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

４婋

第
二
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務

す
る
特
定
理
学
療
法
士
等
を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学

療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
保
育
士
（
認
定
地
方
公

共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、

当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別

区
域
限
定
保
育
士
を
い
い
、
附
則
第
七
条
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



５婋

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
看
護
師
等
及
び
特
定
理
学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該

看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
保
育
士
（
前
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
保
育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
七
条

﹇
略
﹈

第
四
十
七
条

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す

る
看
護
師
等

娣
娣
娣
娣
娣

を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務
す

る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

４婋

第
二
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
勤
務

す
る
特
定
理
学
療
法
士
等
を
、
一
人
に
限
り
、
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学

療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
保
育
士
（
認
定
地
方
公

共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内
に
あ
る
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、

当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別

区
域
限
定
保
育
士
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

５婋

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
看
護
師
等
及
び
特
定
理
学
療
法
士
等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該

看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
保
育
士
（
前
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
保
育
士
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

附

則

附

則

第
九
条

前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
時
は
、
保
育
士
（
認
定
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
又
は
事
業
実
施
区
域
内

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
あ
る
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
又
は
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
保
育
士
、
当
該
認
定

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
地
域
限
定
保
育
士
又
は
当
該
事
業
実
施
区
域
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

保
育
士

娣
娣
娣
娣

を
い
い
、
第
二
十
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

若
し
く
は
第
四
十
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

又

は
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
を
、
前
二
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

た
場
合
の
第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
第
四
十
四
条
第
二
項
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
保
育
士
の
数

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

の
三
分
の
二
以

上
、
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

前
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
時
は
、
保
育
士
（
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

を
い

い
、
第
二
十
九
条
第
三
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

若
し
く
は
第
四
十
四
条
第
三
項

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

又
は
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
保
育
士
と
み
な
さ
れ
る

者
を
除
く
。
）
を
、
保
育
士
の
数
（
前
二
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
た
場
合
の
第
二
十
九
条
第
二
項
又
は
第

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

四
十
四
条
第
二
項
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

）の
三
分
の
二
以
上
、
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
六
年
内
閣
府
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

２

保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
保
育
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
二
項
並
び
に
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

後娣
の
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
等
基
準
」

２

保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、保
育
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、

当
分
の
間

娣
娣
娣
娣
娣

、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
次
項
に
お
い
て

「
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。
）第
三
十
三
条
第
二
項
並
び
に
改
正
後

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
一

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報 



と
い
う
。
）第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規娣

定
（
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
に
対
し
保
育
を
提
供
す
る
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
数
に
関
す

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

る
部
分
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣）

は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
施
設
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
並
び
に
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
（
満

娣
娣
娣
娣

三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童
に
対
し
保
育
を
提
供
す
る
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
数
に
関
す
る
部
分

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣）は

、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定

娣
娣
娣

は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
並
び
に
家

庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
四

条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定

娣
娣
娣

は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

３婋

保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
保
育
の
提
供
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

当
分
の
間
、
設
備
運
営
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
並
び
に
家
庭
的
保
育
事
業
等
基
準
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

三
十
一
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
（
満
四
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
保

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

育
を
提
供
す
る
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
数
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

い
て
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
並

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

び
に
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
（
満
四
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
保
育
を
提
供
す
る
保
育
士

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

及
び
保
育
従
事
者
の
数
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

効
力
を
有
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

３婋

前
項
の
場
合
を
除
き
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
設
備

運
営
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
並
び
に
家
庭
的
保
育
事
業
等
基
準
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、

第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
（
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
児
童

及
び
満
四
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
保
育
を
提
供
す
る
保
育
士
及
び
保
育
従
事
者
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）に
従
い
定
め
る
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村

の
条
例
又
は
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
設

備
運
営
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
並
び
に
家
庭
的
保
育
事
業
等
基
準
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二

項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
は
、
当
該
市
町
村
の
条
例
又
は
当
該

都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
。

備
考

表
中
の
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

府

令

・

省

令

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年

内

閣

府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
児
童
福
祉
施
設
設
備
運
営
基
準
」
と
い

う
。）
第
三
十
三
条
第
三
項
、
第
九
十
七
条
（
新
児
童
福
祉
施
設
設
備
運
営
基
準
第
三
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
理
学
療
法
士
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
家
庭
的
保
育
事
業
等
設
備
運
営
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
四
条

第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
四
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
従
い
定
め
る
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
又
は
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
条
例
が

制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
新
児
童
福
祉
施
設
設
備
運
営
基
準
第
三
十
三
条
第
三
項
、
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
新
家
庭
的
保
育
事
業
等
設
備
運
営
基
準
第
二
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
一
条
第
四
項
及
び
第

五
項
、
第
四
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
四
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
は
、
当
該
市
町
村
の
条
例
又
は
当
該
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
。

（
学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

３

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等
事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の
防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
の
表
改
正
後
欄
中
「
児
童
等
対
象
性
暴
力
等
」
を
「
児
童
対
象
性
暴
力
等
」
に
改
め
る
。

〇
内

閣

府

文
部
科
学
省
令
第
四
号

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

 



改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
五
条

﹇
略
﹈

第
五
条

﹇
同
上
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
園
児
の
教
育
及
び
保
育
（
満
三
歳
未
満
の
園
児
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保

育
。
以
下
同
じ
。
）
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
園
児
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
員
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
常
時
二
人
を
下
っ
て
は
な
ら
な

い
。

３

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
置
く
園
児
の
教
育
及
び
保
育
（
満
三
歳
未
満
の
園
児
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保

育
。
以
下
同
じ
。
）
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
園
児
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
員
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
職
員
の
数
は
、
常
時
二
人
を
下
っ
て
は
な
ら
な

い
。

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

備
考

備
考

﹇
一
〜
四

略
﹈

﹇
一
〜
四

同
上
﹈

五婋

第
一
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
人
に
限
っ
て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務

す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
心
理
担
当
職
員
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、

心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で

あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
。
）
又
は
障
害
児
の
療
育
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
、
障
害
児
の
療
育
の
指
導
を
行
う
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
か
つ
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
（
以
下
「
特
定
理
学
療
法
士
等
」

と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
は
、
補
助
者
と

し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し
て
は
な
ら
ず
、
当
該
特
定
理
学

療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
第
一
号
に
定
め
る
者
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

﹇
４
・
５

略
﹈

﹇
４
・
５

同
上
﹈

（
職
員
の
数
等
）

（
職
員
の
数
等
）

第
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

第
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。）
第
十
三
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
に
よ
る
基
準
と
す
る
。

一

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
指
定

都
市
等
所
在
施
設
（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
等
所
在
施
設
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都

市
等
（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
。
以
下
同
じ
。
）
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
十
三
条
第
二
項
（
児
童
福
祉
施
設
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
を
読
み

替
え
て
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
及
び
第
五
条
か
ら
第
十
条

娣
娣
娣
娣

ま
で
の

規
定
に
よ
る
基
準

一

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
（
指
定

都
市
等
所
在
施
設（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
等
所
在
施
設
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
都

市
等
（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）。
以
下
同
じ
。
）
が
条

例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
従
う
べ
き
基
準

第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
十
三
条
第
二
項
（
児
童
福
祉
施
設
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
を
読
み

替
え
て
準
用
す
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
及
び
第
五
条
か
ら
第
九
条

娣
娣
娣
娣

ま
で
の

規
定
に
よ
る
基
準

﹇
二
〜
四

略
﹈

﹇
２
・
３

略
﹈

﹇
二
〜
四

同
上
﹈

﹇
２
・
３

同
上
﹈

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報 



附

則

附

則

第
八
条

第
五
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
一
人
に
限
っ
て
、
当
該
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
を

も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
満
一
歳
未
満
の
園
児
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す
る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
看
護

師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
同
表
備
考
第
一
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
定
め
る
者
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

第
五
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
一
人
に
限
っ
て
、
当
該
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
（
以
下
「
看
護
師
等
」
と
い
う
。
）
を

も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
満
一
歳
未
満
の
園
児
の
数
が
四
人
未
満
で
あ
る
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
と
経
験
を
有
す
る
看
護
師
等
を
配
置
し
、
か
つ
、
当
該
看
護

師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
第
五
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
定
め
る
者
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

第
九
条

第
五
条
第
三
項
の
表
備
考
第
五
号
及
び
前
三
条

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定

め
る
者
を
特
定
理
学
療
法
士
等
、
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
都
道
府
県
知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知

識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
又
は
看
護
師
等
を
も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
理
学
療

娣
娣
娣
娣
娣
娣

法
士
等
、
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
都
道
府
県
知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

と
認
め
る
者
並
び
に
看
護
師
等
の
総
数
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
の
数
の
三
分

の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
条

前
三
条

娣
娣
娣
娣

の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
三
項
の
表
備
考
第
一
号
に
定
め
る
者
を
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

者娣
、
都
道
府
県
知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
又
は
看
護
師
等
を
も
っ
て

代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
小
学
校
教
諭
等
免
許
状
所
持
者

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
都
道
府
県
知
事
が
保
育
教
諭
と
同
等
の
知

識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
並
び
に
看
護
師
等
の
総
数
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
職
員
の
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
条

婋
婋
婋
婋

第
五
条
第
三
項
の
表
備
考
第
五
号
及
び
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
理
学
療
法
士
等
及
び
看
護
師

等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
同
表
備
考
第
一
号
に

定
め
る
者
（
同
表
備
考
第
五
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
者
を
除
く
。
）
に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
条
を
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
令
和
六
年
内

閣

府

文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
当
該
対

象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

２

園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
教
育
及
び
保
育
の
提
供
に
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学

級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
新
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
三
項

の
規
定
（
満
四
歳
以
上
の
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

）
は
、

適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編

制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
五
条
第
三
項
の
規
定
（
満
四
歳
以
上
の
園
児
の
教
育
及
び
保
育

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

）は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２

園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
教
育
及
び
保
育
の
提
供
に
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学

級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
新
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
三
項

の
規
定

娣
娣
娣

は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
五
条
第
三
項
の
規
定

娣
娣
娣

は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日

以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３婋

園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
教
育
及
び
保
育
の
提
供
に
支
障
を

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
基
準
第
五
条
第
三
項
の
規
定
（
満

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
。
）
は
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
五
条
第
三
項
の
規
定
（
満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
園
児
の
教

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

育
及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
。）
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
い

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

３婋

前
項
の
場
合
を
除
き
、
こ
の
命
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
新
基

準
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
（
満
四
歳
以
上
の
園
児
及
び
満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
園
児
の
教
育

及
び
保
育
に
直
接
従
事
す
る
職
員
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
い
定
め

る
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
（
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
等
を
い
う
。
）の
条
例
が

制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
新
基
準
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定

都
市
等
の
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
。

備
考

表
中
の
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報  



省

令

特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲

げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
道
府
県
に
係
る
三
月
分
の
算
定
方
法
）

（
道
府
県
に
係
る
三
月
分
の
算
定
方
法
）

第
四
条

各
道
府
県
に
対
し
て
毎
年
度
三
月
に
交
付
す
べ
き
特
別
交
付
税
の
額
は
、
第
一
号
の
額
及
び
第
二
号
の

額
の
合
算
額
か
ら
第
三
号
の
額
及
び
第
四
号
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

第
四
条

各
道
府
県
に
対
し
て
毎
年
度
三
月
に
交
付
す
べ
き
特
別
交
付
税
の
額
は
、
第
一
号
の
額
及
び
第
二
号
の

額
の
合
算
額
か
ら
第
三
号
の
額
及
び
第
四
号
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

（
第
十
号
二
、
第
十
四
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
号
、
第
四
十
一
号
、
第
五

娣
娣
娣

十
一
号

娣
娣
娣
娣

、
第
五
十
二
号
、
第
五
十
四
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
第
五
十
五
号
、
第
五
十
六
号
一
、
第
五
十
九
号
か
ら
第
六
十
二
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

ま
で
、
第
六
十
七
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
第
六
十
八
号
、
第
七
十
二
号
か
ら
第
七
十
四
号
ま
で
、
第
七
十
六
号
、
第
七
十
八
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

か
ら
第
八
十
一
号
ま
で
、
第
八
十
七
号
、
第
九
十
一
号
、
第
九
十
三
号
か
ら
第
九
十
五
号
ま
で
、
第
九
十
七

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

号
、
第
百
二
号
、
第
百
三
号
一
及
び
第
百
五
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算

定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
二
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満

の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
三
分
の
七
か
ら
当
該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除

し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下
二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
、
〇
・
五
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
・

〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
の
合
算
額

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
算
定
方
法
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額

（
第
十
号
二
、
第
十
四
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
、
第
三
十
号
、
第
四
十
一
号
、
第
四

娣
娣
娣

十
八
号

娣
娣
娣
娣

、
第
五
十
二
号
、
第
五
十
三
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
第
五
十
五
号
、
第
五
十
六
号
、
第
五
十
七
号
一
、
第
六
十
号
か
ら

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

第
六
十
三
号
ま
で

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
第
六
十
八
号
、
第
六
十
九
号
、
第
七
十
三
号
か
ら
第
七
十
五
号
ま
で
、
第
七
十
七
号
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
七
十
九
号
か
ら
第
八
十
二
号
ま
で
、
第
八
十
八
号
、
第
九
十
二
号
、
第
九
十
四
号
か
ら
第
九
十
六
号
ま
で

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

及
び
第
九
十
八
号

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
に
、
財
政
力
指
数

が
〇
・
八
以
上
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
〇
・
二
を
、
〇
・
五
以
上
〇
・
八
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
三
分

の
七
か
ら
当
該
道
府
県
の
財
政
力
指
数
に
三
分
の
八
を
乗
じ
て
得
た
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
小
数
点
以
下

二
位
未
満
は
、
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
、
〇
・
五
未
満
の
道
府
県
に
あ
つ
て
は
一
・
〇
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。
）（
表
示
単
位
は
千
円
と
し
、
表
示
単
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）
の
合
算
額

事

項

算

定

方

法

事

項

算

定

方

法

一

災
害
に
よ

る
財
政
需
要

の
増
加
又
は

財
政
収
入
の

減
少
が
あ
る

こ
と
。

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準

じ
て
算
定
し
た
額

二

前
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の
数
値
（
前
年
度
の
一
月
一
日

以
降
に
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
前
年
度
ま
で
の
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
さ

れ
な
か
つ
た
数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

一

災
害
に
よ

る
財
政
需
要

の
増
加
又
は

財
政
収
入
の

減
少
が
あ
る

こ
と
。

次
の
各
号
に
よ
つ
て
算
定
し
た
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一

当
該
年
度
の
十
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
第
四
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
準

じ
て
算
定
し
た
額

二

前
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
発
生
し
た
災
害
（
火
災
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
総

務
大
臣
が
調
査
し
た
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
の
数
値
（
前
年
度
の
一
月
一
日

以
降
に
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
前
年
度
ま
で
の
特
別
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
に
算
入
さ

れ
な
か
つ
た
数
値
に
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
基

準
」
と
い
う
。
）第
五
条
第
三
項
（
同
項
の
表
備
考
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
附
則
第
九
条
（
新
基
準
第
五
条
第
三
項
の
表
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
理
学
療
法
士
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
従
い
定
め
る
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
（
同
法

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
等
を
い
う
。
）
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
新
基
準
第
五
条
第
三
項
並
び
に
附
則
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
の
条
例
で
定
め
る
基

準
と
み
な
す
。

〇
総
務
省
令
第
二
十
五
号

地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別
交
付
税
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
六
日

総
務
大
臣

林

芳
正

 



法

規

的

告

示

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
就
学

前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正

す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改

正
）

第
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

二
十
六
年

内

閣

府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省

告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
三

職
員
資
格

第
三

職
員
資
格

﹇
一
〜
五

略
﹈

﹇
一
〜
五

同
上
﹈

六婋

一
、二
及
び
四
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
人
に
限
っ

て
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
に
勤
務
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
心
理
担
当
職
員
（
学

校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
若
し
く
は
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る

学
科
、
研
究
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
っ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理

療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
。）
又
は
障

害
児
の
療
育
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
児
の
療
育
の
指
導
を
行
う
業
務
に
五

年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
子
育
て
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験

を
有
す
る
者
（
以
下
「
特
定
理
学
療
法
士
等
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

該
特
定
理
学
療
法
士
等
は
、
補
助
者
と
し
て
従
事
す
る
場
合
を
除
き
、
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育
に
従
事
し

て
は
な
ら
ず
、
当
該
特
定
理
学
療
法
士
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
に

よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
加
え
る
。﹈

附

則

附

則

８

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
を

も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
総
数
は
、
第
二
の
一
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園

に
置
く
も
の
と
さ
れ
る
職
員
の
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

８

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
を

も
っ
て
代
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
の
総
数
は
、
第
二
の
一
に
よ
り
認
定
こ
ど
も
園

に
置
く
も
の
と
さ
れ
る
職
員
の
数
の
三
分
の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
の
六

婋
婋
婋
婋
婋

第
三
の
一
に
よ
り
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者

特
定
理
学
療
法
士
等

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

﹇
同
上
﹈

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報

〇
内

閣

府

文
部
科
学
省
告
示
第
二
号

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供

の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関

す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

   



９婋

第
三
の
六
及
び
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
理
学
療
法
士
等
及
び
看
護
師
等
の
い
ず
れ
も
が
保
育
を
行

う
場
合
に
は
、
当
該
看
護
師
等
が
保
育
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る

者
（
第
三
の
六
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
者
を
除
く
。
）に
よ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体

制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改

正
す
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部

を
改
正
す
る
件
（
令
和
六
年
内

閣

府

文
部
科
学
省
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
対
象
規
定
は
、
当
該
対

象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
経
過
措
置
）

（
経
過
措
置
）

２

子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
教
育
及
び
保
育
の
提
供
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
就
学

前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
次

項
に
お
い
て
「
新
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
の
一
の
規
定
（
満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
子
ど
も
に
対
す
る
教
育

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣）

は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
告

示
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
の
一
の
規
定
（
満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
に
従

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

事
す
る
者
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣）

は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。

２

子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
教
育
及
び
保
育
の
提
供
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間

娣
娣
娣
娣
娣

、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総

理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
次
項
に
お
い
て
「
新
基
準
」

と
い
う
。
）
第
二
の
一
の
規
定

娣
娣
娣

は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
の

一
の
規
定

娣
娣
娣

は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３婋

子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
配
置
の
状
況
に
鑑
み
、
教
育
及
び
保
育
の
提
供
に
支
障

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
新
基
準
第
二
の
一
の
規
定
（
満
四
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
す

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

る
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
二
の
一
の
規
定
（
満
四
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
す
る
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

る
者
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

る
。
娣娣
娣

３婋

前
項
の
場
合
を
除
き
、
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
新
基

準
第
二
の
一
の
規
定
に
よ
る
基
準
（
満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
子
ど
も
及
び
満
四
歳
以
上
の
子
ど
も
に
対
す

る
教
育
及
び
保
育
に
従
事
す
る
者
の
数
に
関
す
る
基
準
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
参
酌
し
て

定
め
る
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項

及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
等
を
い
う
。
）
の

条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
新
基
準
第
二
の
一
の
規
定
に
よ
る
基
準
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指

定
都
市
等
の
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
。

備
考

表
中
の
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

令和  年  月   日 月曜日 ( 号外第   号)官 報

附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
適
用
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規

定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
の
六
並
び
に
附
則
第
八
項
（
同
項
の
表
第
三
の
六
の
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
参
酌
し
て
定
め
る
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
又
は
指
定
都

市
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
等
を
い
う
。
）
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
新
基
準
第
三
の
六
並
び
に
附
則
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
の
条
例
で
定
め
る
基

準
と
み
な
す
。

   


